
開催セミナーのご案内 

各種相談受け付けております。 
“ワンストップ相談会”毎週金曜日 ＴＥＬ 0258-36-2685 （要事前予約） 
個人に関すること、経営に関することを各専門家がワンストップでご相談に応じます。 

※内容のご質問等については、TEL 0258-35-4320  担当 砂山 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

相続放棄しても遺産の管理責任は残る！？ 
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相続放棄によって相続人となった人（相続放棄をしていない他の相続人、次順位の相続人）が相続財産の管理を始めることが出来るまで、管理義務は継続します。

民法上は、相続放棄しても、遺産の管理責任から解放されません。
これまでは、実務上、管理責任を追及される機会が乏しかったといえます。
しかし、近年は、空き家問題が生じ、大規模な水害・雪害によって空き家が損壊する可能性が高まっていることから、行政等から管理責任を追及される機会が生じ始めました。




